
 

教職員の懲戒処分について 

１ 職員の所属・職階・年齢等 

  高松市内の公立中学校 教諭 ３４歳 男 

 

２ 発令内容 

  停職 １２月 

 

３ 発令年月日 

  令和８年３月２７日 

 

４ 発令理由  

令和７年１０月１８日（土）午前５時３２分頃、高松市内の道路において、呼気１リット

ルにつき０．４５ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、普通乗用自動車を運転

したもの 

また、同日、高松市内の信号機のある交差点に進入した際、左前方にあるサイクルポート

に衝突し当該サイクルポートを全壊させたもの  

このような行為は、地方公務員法第２９条第１項第１号＜法令等違反＞及び第３号＜全体

の奉仕者たるにふさわしくない非行＞の規定に該当すると判断したため 

 

 

 

 

 

 


